
平成30年12月21日

大　　阪　　府

≪摘要欄≫　　○：ほぼ要望どおり措置等の見込み　△：一部措置等される見込み　×：措置等されない見込み

要望項目 予算等の措置状況 摘要 府の考え方
国際博覧会の大阪・関西への誘致実
現
〔一覧表１ページ：１段目〕

□　本年１１月、第１６４回ＢＩＥ（博覧会国際事務局）総会での加盟国
による投票の結果、２０２５年の万博開催国が日本（大阪・関西）に決
定した。 ○

◇　２０２５年万博の実施主体となる協会を設立するため、国・大阪
府・大阪市・経済界で検討を行っているところ。万博の成功に向け
て、協会と連携を図っていく。

Ｇ２０大阪サミットの開催に向けた支
援
〔一覧表１ページ：２段目〕
警察基盤の充実・強化
〔一覧表７ページ：５段目〕

□　２０１９年Ｇ２０大阪サミットの開催等に向けた準備経費として、外
務省にて２５６．５億円、警察庁にて１２４．２億円の予算などが措置
された。 ○

◇　２０１９年Ｇ２０大阪サミットの成功に向けて、引き続き国、地元協
議会と一体となって万全の準備を進めていく。

統合型リゾート（IR）の立地実現
〔一覧表１ページ：３段目〕

□　Ｈ３０年７月に、特定複合観光施設区域整備法が成立したほか、
１２月には、特定複合観光施設区域整備推進会議において、「主な
政令事項に係る基本的な考え方」が取りまとめられるなど、制度設
計に向けた検討が進められている。
□　ギャンブル等依存症対策については、Ｈ３０年７月に、ギャンブル
等依存症対策基本法が成立した。今後、Ｈ３１年４月を目途に、国の
ギャンブル等依存症対策推進基本計画が閣議決定される見込み。

○

◇　夢洲でのIRの立地実現に向け、早急な関係政省令等の制定や
早期の区域認定、懸念事項対策の充実・強化などについて、引き続
き国に求めていく。

リニア中央新幹線の新大阪駅までの
早期全線開業
〔一覧表３ページ：１段目〕

□　新大阪駅について、結節機能強化等を図るための事業スキーム
等を検討するための予算が措置された（１２．１７億円の内数）。
□　スーパー・メガリージョン形成による地域間の対流促進に向けた
高速交通基盤の活用方策を検討する予算が措置された。

○

◇　名古屋～大阪間の着工及び開業が更に早められるよう、引き続
き関係者と緊密な連携を図り、国等へ働きかけていく。
◇　新大阪駅が「地方創生回廊中央駅」として早期に新幹線ネット
ワークのハブとなれるよう、国等へ働きかけていく。

◇平成３０年１２月２１日、政府が平成３１年度予算案を閣議決定しました。これに向け、大阪府では本年６月以降、関係省庁に対して必要な予算確保をはじめ、制
度創設や拡充等の提案・要望を行ってきたところです。こうした提案・要望が今回の政府予算案にどのように反映されているのか、現時点での措置状況を取りまとめ
ましたので、ご報告させていただきます。
　下表は、本年６月に行った「平成31年度　国の施策並びに予算に関する最重点提案・要望」の中から主な項目を抽出し、予算等の措置状況と現時点における府の
考え方をまとめたものです。なお、詳細については、以下の項目も含め、別紙「国の施策・予算に関する最重点提案・要望に係る政府予算案（一覧表）」をご参照くだ
さい。

平成３１年度 国の施策・予算に関する最重点提案・要望に係る政府予算案について
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要望項目 予算等の措置状況 摘要 府の考え方
北陸新幹線の新大阪駅までの早期
全線開業
〔一覧表３ページ：２段目〕

□　環境アセスメント等の整備新幹線事業の円滑な実施に必要な予
算が措置された（１２．１７億円の内数）。
□　新大阪駅について、結節機能強化等を図るための事業スキーム
等を検討するための予算が措置された（１２．１７億円の内数）。（再
掲）

○

◇　１日も早く新大阪駅まで一気に整備されるよう、早期全線開業の
実現を引き続き国に求めていく。
◇　特に、敦賀～大阪間について、環境アセスメント完了後の間断な
い着工に向け、財源確保を国に求めていく。

なにわ筋線の早期整備
〔一覧表３ページ：３段目〕

□　なにわ筋線の整備について、新規に予算が措置された（６０億円
の内数）。

○

◇　今後とも、２０３０年度末の開業目標に向けて、関係者とともに着
実に取り組んでいく。

国際拠点空港としての関西国際空港
の機能強化
〔一覧表３ページ：５段目〕

□　先進的な保安検査機器（高性能Ｘ線検査装置等）導入の推進及
び機器導入に伴い必要となるターミナル改修に要する予算が措置さ
れた（１４３億円の内数）。
□　顔認証ゲートの整備など、円滑な出入国の環境整備に係る予算
が措置された（７０．６億円の内数）。

○

◇　２０２５年万博の開催地が大阪・関西に決定するなど、今後、さら
なる訪日外国人の増加が見込まれることから、関西国際空港が国
際拠点空港として一層、機能強化が図られるよう、引き続き国に求
めていく。

南海トラフ巨大地震対策
〔一覧表４ページ：２段目〕

□　南海トラフ沿いの異常な現象が観測された際の防災対応の検討
等、地震対策の推進に２．９５億円の予算が措置された。

△

◇　引き続き、以下について国に求めていく。
　・防災対応の検討。
　・大都市・大阪における被害の大きさを考慮し、施策を推進する
　　ための財源措置や法改正等。

津波浸水対策
〔一覧表４ページ：３段目〕

□　防災・安全交付金について、前年比１．１８倍となる１兆３，１７３
億円の予算が措置された。
□　津波浸水対策をより推進するための新規財政支援制度創設は
実現しなかった。

△

◇　引き続き、必要額の確保とともに、短期間に国費を集中して獲得
できるような、新たな財政支援制度の創設について国に求めていく。

密集市街地の整備
〔一覧表４ページ：６段目〕

□　社会資本整備総合交付金として前年度同等の８，７１３億円、防
災・安全交付金として前年度を上回る１兆３，１７３億円の予算が措
置された。
□　補助金である密集市街地総合防災事業について、前年度を上
回る５１億円の予算が措置された。
□　地方債に関する特別措置等の制度拡充、所得税の軽減制度等
の創設については、実現しなかった。

△

◇　今回の予算の増額を踏まえ、密集市街地の整備に全力で取り
組んでいく。
◇　引き続き、地方債に関する特別措置等の制度拡充などの地方
負担の軽減措置や、所得税の軽減制度等の創設などの土地活用を
促進する制度の創設を国に求めていく。

住宅・建築物の耐震化の促進
〔一覧表４ページ：７段目〕

□　防災・安全交付金として、前年度を上回る１兆３，１７３億円の予
算が措置された。
□　補助金である耐震対策緊急促進事業の運用期限の延長が盛り
込まれ、１２１億円の予算が措置された。
□　国費率の引上げや、耐震診断義務化建築物の耐震化に伴う税
制優遇制度拡充、特例制度の創設については、実現しなかった。
□　平成２２年度補正予算で実施された住宅の耐震改修等に対する
緊急支援事業と同様の制度創設については、実現しなかった。

△

◇　今回の予算の増額を踏まえ、住宅・建築物の耐震化の促進に全
力で取り組んでいく。
◇　引き続き、国費率の引上げや税制優遇制度の拡充など、所有者
負担の軽減に向けた措置がなされるよう国に求めていく。
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要望項目 予算等の措置状況 摘要 府の考え方
子どもの貧困対策の推進
〔一覧表５ページ：３段目〕

□　地域子供の未来応援交付金の当初予算額は前年と同額だが、
補正予算を含む総額で比較すると、前年度比３．６億円減となってい
る。
□　対象事業すべての恒久化及び交付対象の拡大も実現しなかっ
た。

△

◇　引き続き、予算の増額、恒久化、交付対象の拡大を国に求めて
いく。

私学助成の拡充
〔一覧表５ページ：５段目〕

□　就学支援金制度の拡充および、年収５９０万円未満世帯に対す
る無償化の早期実行に係る要望は、実現しなかった。

△

◇　就学支援金制度の拡充および、年収５９０万円未満世帯に対す
る無償化の早期実行、都道府県が実施する授業料支援事業に必要
な財政措置について、引き続き国に求めていく。

待機児童の解消
〔一覧表６ページ：１段目〕

□　Ｈ３０年６月、国家戦略特区において、待機児童解消までの措置
として、自治体が自ら定める基準に基づく「地方裁量型認可化移行
施設」（仮称）の創設が決定した。
□　Ｈ３０年９月、面積基準緩和について、認定こども園も緩和対象
とする第８次一括法が施行された。
□　認可外保育施設の利用料についても、来年１０月からスタートす
る幼児教育・保育の無償化の対象とされた。

△

◇　実現内容について制度設計を進めるとともに、活用に向け取り
組んでいく。
◇　幼児教育の無償化の制度設計に向けて、国と地方との間での十
分な協議を求めていく。

税財源自主権の確立
〔一覧表７ページ：７段目〕

□　地方一般財源総額は、前年度同水準の６２．７兆円（前年度
６２．１兆円）が確保されている。
□　地方交付税総額は１６．２兆円であり、前年度から０．２兆円の増
額、臨時財政対策債は３．３兆円であり、前年度から０．７兆円の減
額になっている。

△

◇　引き続き、以下について国に求めていく。
　・地方の税財源自主権の確立。それまでの間は必要な地方一般
　　財源総額を確保。
　・臨時財政対策債に依存することなく、地方交付税の法定率引上
　　げにより地方交付税総額を確保。

地方法人課税の見直し
〔一覧表７ページ：８段目〕

□　平成３１年度与党税制改正大綱において、以下の見直しが行わ
れた。
　・消費税１０％段階において復元後の法人事業税（所得割・収入
　　割）の一部（法人事業税の約３割）を分離し、特別法人事業税
　　（仮称）として国税化する。
　・特別法人事業税（仮称）の全額を、不交付団体に譲与制限の
　　仕組みを導入した上で、「人口」を譲与基準として都道府県へ
　　譲与する。
□　偏在是正により生じる財源は、必要な歳出を地方財政計画に計
上するなど、その全額を地方のために活用する、とされたが、具体的
な財源措置については明らかにされていない。

×

◇　引き続き、以下について国に求めていく。
　・特別法人事業税（仮称）は、地方税に全額復元される予定であっ
　　た法人事業税を、恒久的な措置として、改めて一部国税化する
　　制度であり、地方分権に逆行するものであることから、地方分権
　　の観点に沿った税制全般のあり方を検討すること。
　・本府の財政運営に支障を生じない適切な財源措置を講じること。
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